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「労働安全衛生法第 28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による

健康障害を防止するための指針j について

労働安全衛生法（昭和 47年法律第 57号。以下「法j とし、う。）第 28条第3項に基づき、厚生

労働大臣は、がんその他の重度の健康障害を労働者に生ずるおそれのある化学物質で厚生労働大

臣が定めるものを製造し、又は取り扱う事業者が、当該化学物質による労働者の健康障害を防止

するための指針（労働安全衛生法第 28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質

による健康障害を防止するための指針（平成 24年 10月 10日付け鍵療障害を防止するための指

針公示第 23号）。以下「がん原性指針Jとしづ。）を公表している。

平成3年に四塩化炭素による鰭康障害を防止するための指針（平成3年8月 26日付け健康障

害を防止するための指針公示第 1号）を公示して以来、対象物質ごとにそれぞれ健康障害を防止

するための指針を公示してきたが、平成 23年に塩化アリノレ等8物質を新たに健康障害を防止す

るための指針の対象とするに当たり、それまでに公示してきた健康障害を防止するための指針を

統合し、労働安全衛生法第 28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健

康障害を防止するための指針（平成 23年 10月 28日付け健康嘩害を防止するための指針公示第

22号）として公示し、平成 24年に労働安全衛生法第 28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が

定める化学物質による健康障害を防止するための指針としてすべて改正したものである。

また、がん原性指針は、従来国の試験により発がん性が明らかとなった物質を対象としていた

ところであるが、これに加え、特定化学物質障害予防規則（昭和 47年労働省令第 39号。以下「特

化郎j とし、う。）により、一部の業務について発がん性に着目した健康障害防止措置が義務付けら

れている物質について、法令により規制の対象とされなかった業務（健康障害のリスクが低い業

務を除く。）については、所要の措置を講じる必要があり、がん原性指針の対象としているところ

である。

これらを踏まえ、今般、がん原性指針全体に関する留意事項を改めて示すこととするので、下

記に留意の上、事業者及び関係、事業者団体等に対して、がん原性指針の普及を図るとともにその

運用に遺漏なきを期されたい。

なお、関係業界団体等に対して.531J添のとおり周知を図るよう要請を行ったので、念のため申し

添える。

おって、本通達をもって別記の通達は鹿止する。
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第 1 全般的事項

1 がん原性指針の対象物質

日本バイオアッセイ研究センターにおける晴乳動物を用いた長期毒性試験の結果から、靖

乳動物にがんを生じさせることが判明した化学物質については、ヒトに対するがん原性は確

定していないものの、労働者が当該物質に長期間ばく露した場合にがんを生ずる可能性が否

定できないことから、がん原性指針の対象としてきたところである。一方、特化員IJにより、

一部の業務について発がん性に着目した健康障害防止措置が義務付けられている物質につい

ては、法令により規制の対象とされなかった業務においても所要の措置を講じる必要が生じ

たため、がん原性指針の対象としているところである。

2 がん原性指針の対象となる業務等

がん原性指針は、原則として、法第 28条第3項の規定に基づき車生労働大臣が定める化学

物質（以下「対象物質j という。）又はこれらをその重量の 1パーセントを超えて含有するも

の（以下「対象物質等Jとしサ。）を製造し、又は取り扱う業務のうち特化員IJにより発がん性

に着目した規制が設けられていないものを対象とするが、がん原性指針に規定する措置のう

ち3から 7までについては、次の点に留意が必要であること。なお、がん原性指針3から 7

までの適用については、別紙1を参照すること。

( 1）がん原性指針3 （対象物質へのばく露を低減するための措置について）関係

－対象物費へのばく露を低減するための措量は、特化則や有機搭剤中毒予関規則（昭和 47

年労働省令第 36号。以下「有機則j とし、う。）に規定する措置と重複しないこととする必

要があることから、重複の仕方に応じて対象物質等の製造・取扱業務を次の4つのグルー

プに分け、それぞ、れについて措置を規定したものである。

ア 対象物質のうち、労働安全衛生法施行令（昭和 47年政令第 318号。以下 f令j とい

う。）別表第6の2の有機溶剤に該当する 1, 1, 1ートリクロロエタン及びN, Nージ

メチルホノレムアミド（以下 f有機則対象物質j という。）又は対象物質等のうち、有機期

対象物質を含有し、かっ、有機則第1条第2号の有機溶剤含有物に該当するもの（以下

f有機則対象物質等jという。）に係る有機則第1条第 1項第6号に規定する有機溶剤業

務

イ 令ljjlj表第3に規定する特定化学物質であるパラーニトロクロノレベンゼン又はこれをそ

の重量の 5パーセントを超えて含有するもの（以下「パラーニトロクロノレベンゼン等j

という。）の製造・取扱業務（以下 fパラーニトロクロノレベンゼン製造・敢扱業務j とい

う。）

ウ 令別表第 3tこ規定する特定化学物質に該当する対象物質（パラーニトロクロノレベンゼ

ンを除く。）で、あって、これを製造し、若しくは取り扱う業務のうち、一定の業務につい

てのみ特化則が適用されるもの（以下「特化則一部対象物質j としづ。）又はこれをその

重量の 1パーセントを超えて含有するもの（以下 f特化財一部対象物質等j としづ。）に

係る、当該一定の業務に該当しない業務（以下「エチノレベンゼン等特化則適用除外業務J

という。）
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ヱ 対象物質等（上記ウの業務の対象となる対象物費等を除く。）の製造・取扱業務のうち、

上記ア及びイ以外の業務（これには、有機則対象物質等に係る有機溶剤業務以外の製造・

取扱業務及びパラーニトロクロルベンゼンを重量の 1パーセントを超え 5パーセント以

下含有するものの製造・取扱業務が含まれる。）

(2）がん原性指針4 （作業環境測定について）関係

作業環境測定、測定結果の評価等に関して、（ 1）と同様の趣旨から、対象物質等の製造・

取扱業務を次の 3つのグループに分け、それぞ、れについて措置を規定したものである。

ア 上記（ 1)ア及びイの業務

イ 上記（ 1) ウの業務

ウ 上記（ 1)エの業務なお、当該業務のうち、 2－アミノ－ 4ークロロフェノール、

アントラセン、キノリン及びその塩、 1, 4－ジクロロ－ 2ーニトロベンゼン、多層カ

ーボンナノチューブ（がんその他の重度の健康障害を労働者に生ずるおそれのあるもの

として厚生労働省労働基準局長が定めるものに限る。）並びに 1ープロモブタン又はこれ

らをその重量の 1パーセントを超えて含有するものの製造・取扱業務については、作業

環境測定の実施を規定しているが、結果の評価を行うための指標となる値を定めていな

いため、結果の評価等については規定していない。

(3）がん原性指針5 （労働衛生教育について）及び6 （労働者の把握について）関係

対象物質等を製造し、又は取り扱う業務のうち、特化則の対象となる業務については、

これらの項目の対象から除外したものである。なお、特化則適用業務においても労働安全

衛生規則（昭和 47年労働省令第四号。以下「安備員IJJという。）第4章に基づく安全衛生

教育が必要であることに留意すること。

(4）がん原性指針7 （危険有害性等の表示及び譲渡提供時の文書交付について）関係

危険有害性等の表示及び譲渡提供時の文書交付について、法により義務が課せられてい

るかどうかにより対象物質等を次の2つのグループに分けた上で、それぞ、れについて措置

を規定したものである。

なお、「オノレトーブェニレンジアミン及びその境J及び「とドラジン及びその塩並びにヒ

ドラジン一水和物j については、塩であるか否かにより異なるグループに分かれるので留

意すること。

ア 危険有害性等の表示及び譲渡提供時の文書交付のいずれについても法により義務とさ

れているもの（表示・通知対象物）

表示・通知対象物は、アクリル酸メチノレ、アクロレイン、エチルベンゼン、 2, 3ーエ

ポキシ－ 1－プロパノール、塩化アリル、オノレトーフェニレンジアミン、クロロホノレム、

酢酸ピニル、四塩化炭素、 1, 4－ジオキサン、 1, 2ージクロロエタン、 1, 2－ジク

ロロプロパン、ジクロロメタン、 N, Nージメチルアセトアミド、ジメチノレ… 2, 2-

ジクロロピニノレホスフェイト、 N,N－ジメチノレホノレムアミド、スチレン、 l, l, 2, 

2ーテトラクロロエタン、テトラクロロエチレン、 l, 1, Iートリクロノレエタン、 ト

リクロロエチレン、ノルマループチル－ 2, 3－エポキシプロピルエーテル、パラージ

クロルベンゼン、パラ ニトロクロノレベンゼン、ヒドラジン及びヒドラジンー水和物、

ピフェニノレ、 2－ブテナーノレ並ひ、にメチノレイソブチノレケトンであること。
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イ 危険有害性等の表示及び譲渡提供時の文書交付のいずれについても安衛則第 24条の

15の規定により努力義務とされているもの（表示・通知努力義務対象物）

表示・通知努力義務対象物は、 2ーアミノ－ 4ークロロフェノーノレ、アントラセン、

オノレトーフヱニレンジアミンの塩、キノリン及びその塩、 1ークロロ－ 2ーニトロベン

ゼン、 1, 4ージクロロー 2ーニトロベンゼン、 2, 4ージクロロー 1ーニトロベンゼ

ン、 4ーターシャリープチノレカテコーノレ、多層カーボンナノチューブ（がんその他の重

度の健康障害を労働者に生ずるおそれのあるものとして摩生労働省労働基準局長が定め

るものに限る。）、パラーニトロアニソーノレ、ヒドラジンの塩、 1－ブロモ－ 3ークロロ

プロパン、 1－ブロモブタン並びにメタクリノレ酸2,3ーエポキシプロピノレであること。

また、がん原性指針7で規定している措置には、 f去来は安衛則の規定に基づく表示、

通知等の措置に加え、化学物質等の危険性又は有害性等の表示又は通知等の促進に関す

る指針（平成 24年厚生労働省告示第 133号）の規定に基づく、労働者（安衛則第24条

の 14の危険有害化学物質等を製造し、又は輸入する事業者の労働者を含む。）に当該物

を取り扱わせる場合に事業者が行うべき表示、通知等の措置が含まれること。

第 2 細部事項

1 がん原性指針3 (1）関係

有機則が適用される業務にあっては、設備の密閉化、局所排気装置の設置等有機則に定め

るばく露低減措置を講ずる必要があるが、これに加えてがん原性指針に定める措置を講ずる

ことによって、有機則対象物質へのばく露を低減させる趣旨であること。これらの措置につ

いては、有機期においては特設の規定を設けていないが、有機則対象物質へのばく露を低減

させるために有効とされる措置であり、有機員IJ対象物質がヒトに対するがん原性を示す可能

性があることを踏まえ講ずることとしている。

( 1）がん原性指針3 (1）ア関係

労働者の有機別対象物質へのばく露の低減を図るため、事業場における有機則対象物質

等の製造文は取扱量、作業の頻度、作業時間、作業の態様等を総合的に勘案し、がん原性

指針3 (1）アに掲げる項目の中から当該事業場において適切な措置を講ずることとした

ものであり、がん原性指針3 (1）アに掲げるすべての項目について措置を講ずることを

求める趣旨ではないこと。例えば、有機則適用業務であるため既に局所排気装置の設置を

している場合に、更に有機則対象物質へのばく露の低減を図るために、作業方法の改善及

び保護具の利用を効果的に行う等の措置を講ずることは、がん原性指針の趣旨に沿うもの

であること。

なお、 fその他必要な措置jには、より有害性の低い代替物質への変更、隔離室での遠隔

操作等が含まれること。また（ア）①「使用条件等の変更jには、使用温度の適正化等があ

ること。

( 2）がん原性指針3 (1）イ関係

有機別対象物質を含有する排気、排液等の作業場外への排出に当たっては、事業場の汚

染による労働者の健蔵障害の防止はもちろん、付近一体の汚染の防止に対しても配慮する

ことを示したものであること。
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( 3）がん原性指針3 (1）エ関係

設備、装置等の操作、調整及び点検、異常な事態が発生した場合の措置、保護具の使舟

等についての作業基準を作成し、これを労働者に遵守させることによって、より効果的に

ばく露の低減化を図ることを目的としたものであること。

2 がん原性指針3 (2）関係

特化則が適用される業務については、設備の密閉化、局所排気装置の設置等特化則に定め

るばく露低減措置を講ずる必要があるが、これに加えてがん原性指針に定める措置を講ずる

ことによって、パラーニトロクロルベンゼンへのばく露を低減させる趣旨であること。これ

らの措置については、特化則において特段の規定を設けていないが、パラーニトロクロルベ

ンゼンへのばく露を低減させるために有効な措霞であり、パラーニトロクロルベンゼンがヒ

トに対するがん原性を示す可能性があることを踏まえ講ずることどしている。

( 1）がん原性指針3 ( 2）ア関係

労働者のパラーニトロクロルベンゼンへのばく露の低減を図るため、事業場におけるパ

ラーニトロクロノレベンゼン等の製造又は取扱量、作業の頻度、作業時間、作業の態様等を

総合的に勘案し、がん原性指針3 (2）アに掲げる項目の中から当該事業場において適切

な措置を講ずることとしたものであり、がん原性指針3 (2）アに掲げるすべての項目に

ついて措置を講ずることを求める趣旨ではないこと。例えば、特化財適用業務であるため

既に局所排気装置の設置をしている場合に、更にパラーニトロクロノレベンゼ、ンへのばく露

の低減を図るため、作業方法を改善し、あるいは作業位置を工夫する等の措置を講ずるこ

とは、がん原性指針の趣旨に沿うものであること。

なお、がん原性指針3 ( 2）ア（ア）①「使用条件等の変更jには、パラーニトロクロノレ

ベンゼン等の湿潤化等があること。

(2）がん原性指針3 ( 2）イ関係

上記1 (2）と同様の趣旨であること。

(3）がん原性指針3 ( 2）エ関係

上記1 (3）と間接の趣旨であること0

3 がん原性指針3 (3）関係

( 1）がん原性指針3 (3）ア関係

労働者の特化則一部対象物質へのばく露の低減を図るため、事業場における特化則一部

対象物質等の製造文は取扱量、作業の頻度、作業時間、作業の態様等を総合的に勘案し、

がん原性指針3 (3）アに掲げる項目の中から当該事業場において適切な措置を講ずるこ

ととしたものであり、がん原性指針3 (3）アに掲げるすべての項目について措置を講ず

ることを求める趣旨ではないこと。例えば、 1日のうち、特化則一部対象物質にばく露する

時聞が極めて短時間である等の理由によって、設備の密閉化あるいは局所排気装置の設置

が必ずしも現実的で、ない場合においては、作業方法の改善及び保護具の使用を効果的に行

い、特化則一部対象物質へのばく露の低減を図る等の措置を講ずることで足りるものであ

ること。

なお、「その他必要な措置jには、より有害性の少ない代替物質への変更、隔離室での遠

隔作業等が含まれること。また、がん原性指針3 ( 3）ア（ア）①「使用条件等の変更jに
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は、使用温度の適正化等が、同④「局所排気装置等j には局所排気装置のほか、プッシュ

プル型換気装置及び全体換気装置が含まれること。

( 2）がん原性指針3 (3）ア（イ）③関係

特化貝IJ一部対象物質に対応する保護具は、特化員IJ第 43条に規定する呼吸用保護具及び

第 44条に基づく保護衣等並びに第 38条の8の規定により準用する有機則第 32条及び第

33条に規定する呼吸用保護具等に準じたものとすること。

(3）がん原性指針3 (3）イ（ウ）関係

上記 1 (2）と同様の趣旨であること。

(4）がん原性指針3 (3）エ関係

上記1 (3）と開様の趣旨であること0

4 がん原性指針 3 (4）関係

( 1）がん原性指針3 ( 4）ア関係

労働者の対象物質（特化則一部対象物質を除く。以下4において同じ。）へのばく露の低

減を図るため、事業場における対象物質の製造量、取扱量、作業の頻度、作業時間、作業

の態様等を総合的に勘案し、がん原性指針3 (3）アに掲げる項目の中から当該事業場に

おいて適切な措置を講ずることとしたものであり、がん原性指針3 ( 4）アに掲げるすべ

ての項目について措置を講ずることを求める趣旨ではないこと。

(2）がん原性指針3 (4）ア（イ）③関係

対象物質のうち、アクリル酸メチル、アクロレイン、 2－アミノ 4－クロロブェノー

ノレ、塩化アリル、オノレトーフェニレンジアミン及びその塩、 1ークロロ－ 2－ニトロベン

ゼン、 2, 4ージクロロ－ 1ーニトロベンゼン、 N, Nーダメチノレアセトアミド、多層カ

ーボンナノチューブ（がんその他の重度の健康障害を労働者に生ずるおそれのあるものと

して庫生労働省労働基準局長が定めるものに限る。）、ノルマノレーブチルー 2, 3ーエポキ

シプロピノレエーテル、パラーニトロアニソーノレ、 1ーブロモ－ 3ークロロプロパン、 1-

ブドロモブタン及びメタクリノレ酸2, 3ーエポキシプロヒ。ノレに対応する保護具は別紙2に示

したとおりであること。

(3）がん原性指針3 (4）イ（ウ）関係

上記 1 (2）と同様の趣旨であること。

(4）がん原性指針3 ( 4）エ関係

上記 1 (3）と同様の趣旨であること。

5 がん原性指針4 ( 1)関係

有機別においては有機別対象物質等に係る作業環境測定の結果及びその評価の記録を 3年

間保存しなければならないこととされており、特化則においてはパラーニトロクロノレベンゼ、

ン等に係る作業環境測定の結果及びその評価の記録を原則として 3年間保存しなければなら

ないこととされているが、がん原性指針においてはこれらの物質に係る作業環境測定の結果

及びその評価の結果を記録し、これを 30年間保存することとした。これは、有機則対象物質

及びパラーニトロクロノレベンゼ、ンのヒトに対するがん原性については現時点では評価が確定

してはいないものの、その可能性があることから、がん等の遅発性の健康障害は、そのばく

露状況を長期間にわたって把握する必要があることを考慮し、特定化学物質障害予防規則の
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特別管理物質に係る作業の記録の保存の規定にならったものであること。

また、同様の趣旨から、有機則対象物質及びパラーニトロクロルベンゼンについてそのが

ん原性に着目した作業環境管理を行う必要があることから、がん原性指針の対象となる作業

場については、作業環境評価基準（昭和 63年労働省告示第 79号）第2条の第 1管理恵分を

維持するよう指導すること。

6 がん原性指針4 ( 2）関係

上記5と同様の趣旨から、特化期の特別管理物質に係る作業の記録の保存の規定にならっ

て、エチノレベンゼ、ン等特化財適用除外業務に係る作業環境測定の結果及び結果の評価の記録

を30年間保存することとしたこと。また、上記5と同様に、第1管理区分を維持するよう指

導すること。

なお、 4 ( 2）イの「その他労働者の健康障害を予妨するため必要な措置Jには、産業霞等

が作業環境測定の評価の結果に基づいて必要と認めたときに行う健康診断、労働者の就業場

所の変更等があること。

7 がん原性指針4 ( 3）関係

( 1）がん原性指針4 ( 3）ア関係

対象物質（第 1の2 (1）エの業務の対象となる物質に限る。 7において同じ。）を製造

し、又は取り扱う業務の作業環境測定については、作業環境測定基準（昭和 51年労働省告

示第 46号）に定める方法に準じ、次のように行うこと。

ア 対象物質の試料の採取方法及び分析方法は、別紙3に掲げるもの又はこれと開等以上

の性能を有するものによること。

イ 測定点は、単位作業場所（当該作業場の区域のうち、労働者の作業中の行動範囲、有

審物の分布等の状況等に基づき定められる作業環境測定のための区域をいう。以下同じ。）

の床面上に6メートノレ以下の等間隔で引いた縦の線と横の線との交点の床上 50センチ

メートノレ以上 150センチメートル以下の位置（設備等があって測定が著しく困難な位置

を除く。）とすること。

ただし、単位作業場所における空気中の測定対象物の濃度がほぼ均一で、あることが明

らかなときは、測定点に係る交点は、当該単位作業場所の床面上に6メートノレを超える

等間隔で引いた縦の線と横の線との交点とするととができるとと G

ウ 上記イの規定にかかわらず、上記イの規定により測定点が 5に満たないこととなる場

合にあっても、測定点は、単位場所について5以上とすること。

ただし、単位作業場所が著しく狭い場合であって、当該単位作業場所における測定対

象物の濃度がほぼ均一で、あることが明らかな場合は、この限りでないこと。

エ 測定は、作業が定常的に行われている時聞に行うこと。

オ 対象物質の蒸気の発散源に近接する場所において作業が行われる単位作業場所にあっ

ては、上記イからエによる測定のほか、当該作業が行われる時間のうち、空気中の測定

対象物の濃度が最も高くなると思われる時間に、当該作業が行われる位置において測定

を行うこと。

カ ーの測定点における試料空気の採取時間は、 10分以上の継続した時間とすること。

(2）がん原性指針4 ( 3）イ関係
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ア 測定結果の評価に当たっては、作業環境評価基準に準じ、単位作業場所ごとに次のよ

うに評価を行うこと。

（ア）上記（ 1 ）のイからエによる測定（以下「A測定j という。）のみを行った場合は、

評価値を作業環境測定結果を評価するための指標となる値（以下 f評価指標jという。

対象物質の評価指標は、別紙3に示すとおりとする。）と比較すること。評価値は、次

の式により計算するものとする。

山口附十1.645）附十O脳

EA、M及びσは、それぞれ次の値を表すものとする。

EA：評価値

M:A測定の測定値の幾何平均値

σ：A測定の測定値の幾何標準偏差

（イ） A測定及び上記（ 1）のオによる測定（以下「B測定j 左いう。）を行った場合は、

評価値及びB測定の測定値（ 2以上の測定点において測定を実施した場合はその最大

値）を評価指標と比較すること。

（ウ）測定する機器については、評価指標の 10分の 1まで精度よく測定できるものを使用

すること。

（エ）測定対象物の濃度が当該測定で採用した試料採取方法及び分析方法によって求めら

れる定量下眼の値に満たない単位作業場所にあっては、当該定量下限の値を当該測定

点における測定値とみなすこと。

（オ）測定値が評価指標の 10分の 1に満たない場合には、評価指標の 10分の 1を当該測

定点における測定値とみなすことができること。

イ 対象物質については、人に対するがん原性については現時点では評価が確定していな

いものの、その可能性があることに着目した作業環境管理を行う必要があること。

このため、別紙3に示すACGIHのTLV・TWA及び日本産業衛生学会の許容濃度を常

に下回ることとなるよう管理を維持するよう努めること。

なお、「その他労働者の健康障害を予防するため必要な措置jは、上記6と同様の趣旨

であること。

(3）がん原性指針4 ( 3）ウ関係、

上記5と同様の趣旨から、特化期の特別管理物質に係る作業の記録の保存の規定になら

って、作業環境測定の結果の記録を 30年間保存するものとしたこと。

8 がん原性指針5関係

本教育は作業の変更がない限り繰り返し行う必要はないこと。

有機関j対象物質に関し、有機則適用業務にあっては、昭和 59年6月 29日付け基発第 337

号「有機溶剤業務従事者に対する労働衛生教育の推進についてjにより法第 59条第3項に規

定する特別教育に準じた教育を行うこととされているが、有機員IJ対象物質の有害性にかんが

み、がん原性指針の適用となる有機関j適用業務以外の業務に従事する労働者に対しでも、適

切な教育を行うことが必要で、あること者考慮したものであること。なお、また、有機則適用
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業務において既に上記通達による教育を実施している場合は、重ねてがん原性指針による教

育を実施する必要はないこと。

9 がん原性指針6関係

労働者の氏名等の記録を 30年間保存することとしたのは、 5と同様の趣旨であること。

10 がん原J性指針対象各物質に係る留意事項

( 1）エチルベンゼン

エチノレベンゼンについては、ガソリン等の燃料油にも含有されているが、リスク評価の

結果、給油等の業務はばく露リスクが低いとされたことから、「ガソリンスタンド等におけ

る取扱業務j については、がん原性指針に基づく措置の対象業務には含まれないこと。た

だし、エチノレベンゼ、ンに係る危険有害性等の表示及び譲渡提供時の文書交付は、法により

義務とされていることから、当該業務においても、 2 (4）アに示すがん原性指針7 ( 1) 

に規定する措置を講じなければならないこと。

(2）酢酸ピニノレ

がん原性指針における酢酸ビ、ニルは、いわゆる酢酸ピニルモノマーの意であり、酢酸ピ

ニノレ樹脂等酢酸ピニルを重合させたものは、酢酸ピニルには該当しないこと。しかしなが

ら、これら重合物についても、酢酸ピニルの含有量がその草量の 1パーセントを超えるも

のはがん原性指針の対象となることに留意すること。

(3) 1, 4ージオキサン

1, 4 ジオキサンは皮膚浸透性が強く、産接触れた場合に皮膚を通して体内に吸収さ

れること、また、限、粘膜、皮膚等に付着した場合も刺激性を有することが知られている

ので、これらの点についても配慮、が必要であること。また、水への溶解性が高く、一度混

合すると水と分離しにくい性質があり、 l, 4－ジオキサンを含b廃水の処理及び 1, 4 

ージオキサンの混和した水の取扱い等の際にも 1 4ージオキサンにばく露するおそれが

あること。

さらに、機械部品の洗浄等に広く使用されている第2種有機溶剤の 1, 1, Iートリク

ロノレエタンには、数ノぐ一セント程度の 1 4ージオキサンが安定剤として添加されている

ことが多いので、 1, 1, 1ートリクロノレエタンを使用する事業者に対しても 1, 4ージ

オキサンの存在の有無及びその含有率をチェックし、適切な管理を行うよう指導すること。

(4) N,Nージメチルアセトアミド

N,Nージメチルアセトアミドは経皮吸収による健康障害が懸念される物質であるため、

これを考慮して不浸透性の保護衣の使用等の対策を講じることが望ましいこと。

( 5）多層カ」ボンナノチュープ（がんその他の重度の健康障害を労働者に生ずるおそれのあ

るものとして厚生労働省労働基準局長が定めるものに根る。）

がん原性指針対象となる多層カーボンナノチュープは、平成 28年3月 31日付け基発

0331第25号「「労働安全衛生法第 28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める北学

物質による健康障害を防止するための指針の一部を改正する指針j の周知についてj にお

いて示したとおり、晴乳動物を用いた長期毒性試験で発がん性が確認された、株式会社物

産ナノテク研究所、ナノカーボンテクノロジーズ株式会社又は保土谷化学工業株式会社が

製造した、 My¥四千 7 （ナノサイズ（直径で概ね 100nm以下）のものに限る。以下向じ。）
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及びN千7K （以下「MWNT-γ等jという。）であり、 MWNT-7等及びこれらを 1%を超

えて含有する物（以下「MWNT-7等含有物等j という。）については、がん原性指針に基

づく措置が必要となるが、 MWNT-7等をナノサイズ（直径で概ね 100nm以下）を超える

粒径に造粒したもの又は MWNT耐 7等が樹脂等の固体に練り込まれている状態のもの等を

取り扱う場合であって、労働者が MWN千 7等にばく露するおそれがないときは、がん原

性指針に基づく措置は要しないこと。ただし、これらを粉砕する等により、労働者に

MWN予7等へのばく露のおそれがある業務については、がん原性指針に基づく措置が必要

となること。

なお、 M羽弓IT-7等は、炭素製品又は炭素原料の一種であることから、 MWN’r-7等を製

造し、又は取り扱う業務のうち一部の業務については、粉じん障害防止規則（昭和 54年労

働省令第四号。以下「粉じん則j という。）別表第1に規定する「粉じん作業j及びじん

肺法施行規開J（昭和 35年労働省令第6号。以下「じん肺員IJJという。）別表に規定する「粉

じん作業Jに該当するため、粉じん則及びじん肺則に定められた措置が必要になること。

さらに、 fナノマテリアノレに対するばく露防止のための予防的対応について（平成 21年 3

月 31日付け基発第 0331013号）Jに示すところの、ばく露紡止対策等（外部への汚染防止

や、爆発火災防止対策を含む。）にも引き続き留意すること。

第3 物理化学的性質に関する参考資料

対象物質に関する物理化学的性質に関する情報については、多層カーボンナノチューブ、（が

んその他の重度の健康障害を労働者に生ずるおそれのあるものとして厚生労働省労働基準局長

が定めるものに限る。）を除き、厚生労働省ウェブサイト f職場のあんぜんサイトjのGHS対

応モデルラベル・モデノレSDS情報を参照されたい。

なお、多層カーボンナノチューブ（がんその他の重度の健康障害を労働者に生ずるおそれの

あるものとして厚生労働省労働基準局長が定めるものに限る。）については、製造事業者等が作

成した SDS等により確認すること。

第4 その他

国が実施した晴乳動物を用いた長期毒性試験の結果については、 f職場のあんぜんサイトjの

がん原性試験結果に掲載しているので、参照されたい。
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（別記）

平成3年 8月初日付け基発第 513号

平成4年 12月 21日付け基発第 658号

平成4年 12月 21日付け基発第 658号の2

平成5年 6月初日付け基発第 419号

平成5年 6月 25日付け基発第 419号の2

平成6年 3月初日付け慕発第 155号

平成6年 3月 25日付け基発第 155号の2

平成7年 9月 22日付け基発第 569

平成7年 9月 22日付け基発第 569号の2

平成7年 9月 22日付け基発第 569号の3

平成9年 2月6日付け基発第 80号

平成9年 2月6日付け基発第80号の 2

平成9年 2月6日付け基発第80号の 3

平成9年 2月6日付け基発第 80号の4

平成9年 2月6日付け基発第80号の5

平成 14年 1月 21日付け基発第 0121001号

平成 14年 1月 21日付け基発第 0121001号の2

平成 17年6月 14日付け基発第 0614001

平成 17年6月 14日付け基発第 0614002号

平成 18年3月 31日付け基発第 0331008

平成 18年 3月 31日付け基発第 0331009号

平成 18年 3月 31日付け基発第 0331010号

平成 23年 10月 28日付け基発 1028第4号

平成 23年 10月 28日付け基発 1028第 5号

平成 24年 10月 10日付け基発 1010第 2号

平成24年 10月 10日付け基発 1010第 3号

平成 25年 10月 1日付け基発 1001第 6号

平成 25年 10月1日付け基発 1001第 γ号

平成 26年 12月3日付け基発 1203第 5号

平成 26年 12月3日付け基発 1203第6号
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匿む
がん原性指針と有機溶剤中毒予防規則及び特定化学物質障害予防規則との関係

1 有機溶剤関係

がん原性指針対象物質のうち労働安全衛生法施行令（昭和 47年政令第 318号。以下「令J

という。）別表第6の2の有機溶剤（以下単に「有機溶剤j という。）に該当するもの（以下

「有機則対象物質Jという。）について、がん原性指針に規定する措置と有機溶剤中毒予防規

則（昭和 47年労働省令第 36号。以下「有機則」という。）の適用関係は次のとおり。

有機則対象物質
の単一成分の合

有量

1%超

1%以下

有機則対象物質の
単一成分の含有量
と有機則対象物質
以外の有機溶剤の

合有量

5%超

5%以下

5%超

5%以下

有機溶剤業務
（有機則第1条第6号イ
～ヲに掲げるものをい

う。以下問じ。）

有機溶剤業務以外の
業務

...開切羽剥硲 惨 i I 

i ~ 有機則対象範閥 = I i 
※1 : I 

が·~原性指針対象範閤 1

」回目岡山田周囲4山岡田岡 山 』

有機則対象範閥 : 

※1 有機員I］の適用があり、がん原性指針のうち 3 ( 1 ）、 4 ( 1)、5、6、7 ( 1)が適

用される。※ 1以外の範囲は有機則の適用はなく、がん原性指針のうち 3 ( 4）、 4

( 3）、 6、6、7 ( 1 ）が適用される。

2 パラーニトロクロルベンゼン関係

がん原a性指針対象物質のうちパラーニトロクロルベンゼンについて、がん原性指針に規定す

る措置と特定化学物質陣害予防規制（昭和 47年労働省令第 39号。以下「特化員IJJという。）

の適用関係は次のとおり。

パラーニト口クロルベンゼンの 製造し、文は取り扱う業務

含有量
r岡山ー岡 山 田山……………………………日 l

5%超
電車 闘

I : 特化則対象範函 ※2 : I 
ー 屯回圃置国岡闘闇慣園田園 圏 掴阻圃 困 困圃盟 国 岡蝿商 圏 園困層 闘 困祖国 闘 闘掴国 陣 園

I 

がん原性指針対象範囲
1%超

L圃幽園田園田園田 国 圃圃闘 醐 圃圃圃 圃 欄園田 園 田園

1%以下 一
※2 特化則の適用があり、がん原性指針のうち 3 ( 2）、 4 ( 1)、5、6、7 ( 1)が適

用される。※2以外の範聞は特化則の適用はなく、がん原性指針のうち 3.( 4）、 4

( 3 ）、 5、6、ア（ 1)が適用される。



3 エチルベンゼンほか 12物質問係

( 1)がん原性指針対象物質のうち DDV  Pについて、がん原性指針に規定する措置と特化則

の適用関係は次のとおり。

DDV Pの含有量 成形、加工又は包装の業務
成形、加工又は包装の業務

以外の業務
幅田圃目指扇国国間盟国国国盟国 E量調掴周囲盟国幽聾園副掴園調富盛曽園 周闘・ 姐幽園 周聞置 圃幽副 司園田 ・幽醐 同副幽 副幽園

1 %超 特化別対象範回 ： 
がん原性指針対象範囲 I 

測 舗 ※3 
緬 箇輔困層贋臨賢臨調理冒 E碑輔鴎腐軍曹瞬樟闘属冒暦騎臨調耳闘尊輔戸 ・・圃園 ・圃圃園 圃聞醐・ ・圃圃圃 圃圃圃圃 圃・園田 園田園田 岡嗣帽E

1 %以下 一
※3 がん原性指針のうち、 3 ( 3）、 4 ( 2）、 5、6、フ（ 1 ）が適用される。

( 2）がん原性指針対象物質のうちエチルベンゼン、クロロホルム、四塩化炭素、 1, 4ージ

オキサン、 1' 2ージクロロエタン、 1, 2…ジクロロプロパン、ジク口ロメタン、スチ

レン、 1, 1, 2, 2ーテトラクロ口エタン、テトラクロロエチレン、トリク口口ヱチレ

ン及びメチルイソブチルケトン（以下「ヱチルベンゼンほか 11物質j という。）につい

て、当該指針に規定する措置と特化則等の適用関係は次のとおり。

エチルベンゼン エチルベンゼン 特別有機溶剤業務 特別有機溶剤業務以外

ほか 11物質の ほか 11物質、 ※5 の業務（ヱチルベンゼ

単一成分の含有 エチルベンゼン ンを含有する製剤その

量 ほか 11物質以 他の物に係るガソリン

外の特別有機溶 スタンド等取扱業務を

弗~ （※4）及び 除く。（※6))

有機溶剤の含有

量

1 %超
1醐醐圃幽嗣醐幽岡田醐岡官 ー・・・ 圃園周・ ・幽薗・ ・・圃・ 幽圃・・ ・・・・ ・圃園町

5%超 I 特化尉対象範囲 I がん原性指針対象範回 l
II…一一司町一一 一…一一一｛～…－ 1:--

5%以下 ※s I 
ー圃圃圃 闘園周・ ・・・回 ・・・E 圃幽闘掴 圃圃圃鴎 ・幽圃削

1 %以下
Eま櫨瑚国国富田輔副輔副国盟国国調輔副園田～ z

5%超
長一部有機則対象範毘： E
1：※7 : I 一. . 
E臨調富国砲祖国国極圏岡国祖国闇掴国国回国rl'I 

一一一一一一一一一－－
5%以下 一 一

※4 特化則第2条第 1項第3号の2に定めるものをいう。

※6 特別有機溶剤業務とは、エチルベンゼンにあっては「塗装業務J、1, 2ージクロ口

プロパンにあっては「洗浄・払拭の業務J、クロロホルム、四塩化炭素、 1, 4ージオ

キサン、 1, 2－ジクロロエタン、ジクロロメタン、スチレン、 1, 1, 2, 2ーテト

ラクロロエタン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン及びメチルイソブチルケ

トンにあっては「有機溶剤業務Jを指す。

※6 当該業務においてエチルベンゼンを取り扱う場合には、エチルベンゼンの含有量が

1 %を超える場合であってもがん原性指針の対象とはならないこと。一方、当該業務に

おいてエチルベンゼン以外のがん原性指針対象物質を取り扱う場合には、当該指針対象



物質に着関した指導が必要であることから、当該指針の対象となる可能性があること。

※フ 有機溶剤のみで含有量が5%を超える場合は、特化員ljではなく、有機則の適用とな

る。

（例 1）有機溶剤6% 十特別有機液剤 0.8% →有機則の適用

（例 2）有機溶剤 4.5% 十特別有機溶剤 0.8% →特化員ljの適用

※8 がん原性指針のうち、 3 ( 3）、 4 ( 2）、 5、6、7 ( 1 ）が適用される。

4 その他の物質関係

がん原性指針対象物質のうち上記 1～3に掲げる物質以外の物質について、がん原性指針に

規定する措置の適用関係は次のとおり。

その他の物質の含有量 製造し、文は取り扱う業務
圃園田園圃圃圃圃園田 園幽圃園 田園園田 園哩

1%超 I がん原性指針対象範囲 ※9 

」ー四四ー岡山田－ ., 
1%以下 一

※9 がん原性指針のうち、 3 ( 4）、 4 ( 3）、 5、6、フ（ 2）文は（ 3 ）が適用され

る。



自勝氏2

使用すべき保謹具一覧

物質名 保護呉の種類 奨励されるちの 規絡

呼吸用保護異
送気マスク JIS T 8153 

有機刀ス周防毒マスク 防毒マスクの規裕、 JIST 8152 

皮膚・身体の保護
保護衣・保護手袋等（臥／OH（ヱチレンーピニルアル

JIS T 8116 
アクリル酸メチ コーJL,共襲合体）袋、ポリピニルアルコール製）

)I, スペクタクル型・ゴクル形の保護めがね又は顔簡保護

眼・顔面の保護
呉（紡災面）

JIS T 8147 
※蒸気からの保護が必要な場合、適切な除毒能力を有

する金筒形面体の呼吸用保護異が必婆

呼吸用保護具
送気マスク JIS T 8153 

有機刀ス周防毒マスク 防毒マスクの規格、 JIST 8152 

アクロレイン 皮膚・身体の保護
保護夜・保護手袋等｛ブチルゴム製、 EVOH（ヱチレ

JIS T 8115、JIST 8116 
ンービニルアルコール共震合体）製）

目畏・顔面の保護
適切な除毒能力を有する全面形間体の呼吸用保護具が

必要

送気マスク JIS T 8153 
一一一一一一一一一一一一一一一一一 ， a’”一一一一一ー一一一曲・ーー一一一一一一，一一一一一一一一一勘助一

呼吸用保護異
防じん機能付き防毒事マスク

2－アミノー 4
ろ過材の等級： L3,S3,L2,S2 防毒マスクの規絡、 JIST 8152 

吸収缶：有機f.jス用
ーク口口フェ

ノーJL,
皮膚・身体の保護 保護衣・保護手袋等 JIS T 8115、JIST 8116、JIST 8117 

スペクタクル形・ゴクル形の保護めがね

自民・顔面の保護 作業形態に応じ防災菌（化学物質飛来防護用）を併用 JIS T 8147 

してちょい。

呼吸用保護具
送気マスク JIS T 8153 

有機iiス周防毒マスク 妨毒マスクの規絡、 JIST 8152 

皮膚・身体の保護
保護衣・保護手袋等（EVOH(Iチレンーピ二ルアル

JIS T 8115、JIST 8116、JIST 8117 
塩化アリル コー）I,共重合体）製、ポリビニルアルコール製）

スペクタクル形・ゴグル形の保護めがね

限・顔面の保護 作業形態に応じ防災街（化学物質飛来防護用）そ併用 JIS T 8147 

してちょい。

送気マスク JIS T 8153 
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 日一一一一h 一一一一一一一一一一－一一一一日一一一一一一一一ーーーー

呼吸用保護異
防じん機能付き防毒マスク

ろ過材の等級： L3,S3,L2,S2 防毒マスクの規格、 JIST 8152 

;tJL,トフェニレ 吸収缶：有機刀ス用

ンジアミン及び
皮膚・身体の保護

保護衣・保護手袋等（ブチルゴム製、ネオブレンゴム

その湯 製）
JIS T 8115、JIST 8116、JIST 8117 

スペクタクル形・ゴクル形の保護めがね

限・顔衡の保護 作業形態に応じ防災面（化学物質飛来紡護用）を併用 JIS T 8147 

してちょい。

送気マスク JIS T 8153 

防じん機能付き防毒マスク
噌静一一一一一一画一一一一一日一一ーー一日一一一一一一ー・一一一一

呼吸用保護臭
ろ過材の等級： L3,S3,L2,S2 防毒マスクの規格、 JIST 8152 

1－クロロ－ 2 吸収缶：有機刀ス用

ーニトロペンゼ
皮膚・身体の保護

保護衣・保護手袋等（EVOH（エチレンービニルアル
JIS T 8115、JIST 8116、JIST 8117 、../ コール共重合体）製、フッ素ゴム製）

スペクタクル形・ゴク＇'JL,形の保護めがね

HN ・顔面の保護 作業形態に応じ防災関（化学物質飛来防護剤）を併用 JIS T 8147 

してちょい。 ． 
送気マスク JIS T 8153 
一一一一一一一’一一一ー一一一一一一一一一一・’一一一一ー一一一一一一－ーー 一一一一一一』一一ー一一一一一一，，目”’一一一一一－一一一】一一一

呼吸用保護異
妨じん機能付き防毒マスク

ろ過材の等級： L3,S3,L2,S2 防毒マスクの規格、 JIST 8152 

2, 4一三；；クロ 吸収缶：有機刀ス用

ロー 1－ニトロ
皮膚・身体の保護

保護衣・保護手袋等（EVOH（エチレンーピ二ルアル

ベンゼン コーJl,共重合体）製、フッ素ゴム製）
JIS T 8115、JIST 8116、JIST 8117 

スペクタクル形・ゴクル形の保護めがね

限・顔面の保護 作業形態に応じ防災商（化学物質飛来防護用）を併用 JIS T 8147 

してちょい。



呼吸用保護具
送気マスク JIS T 8153 

有機カス用防毒マスク 防毒マスクの規格、 JIST 8152 

N, N一三；メチ ※蒸気による緩皮吸収が大きいことから、これによる

ルアセトアミド 皮膚・身体の保護 健康障害を防止するため、保護衣、保護手袋等を確実 JIS T 8115、JIST 8116、JIST 8117 

に使用すること。

DN • g責衡の保護 ゴグル形の保護めがね JIS T 8147 

取替え式防じんマスク（ろ過材の等級： RS3、RL3)

※現場で使用濁度が高く、気体状で浮遊する可能性があると
妨毒マスクの規格、 JIST 8152 

呼吸用保護奥 きは、防じん機能付き防毒マスク（有機t.Jス用吸収缶）を使

用する．
一一一’ー一一一一一一一ー一一”一一・明白”ーーー値畠】－－－－－－ー，H 晶一－－－－一一

電動ファン付き呼吸用保護異 JIS T 8157 
4－ターシャリ

保護衣・保護手袋等（ニトリルゴム製、クロロプレシ
ーブチルカテ

コール
ゴム製、臥／OH（エチレンーピニルアルコール共重合

皮膚・身体の保護
体）製、ブチルゴム製、天然ゴム製、ポリピニルアル

JIS T 8115、JIST 8116、JIST 8117 
コール製）

※経皮吸収による健康障醤を防止するため、保護司虫、保護手

袋等を確実に使用すること。

限・顔衡の保護 ゴグル形の保護めがね JIS T 8147 

多層カーボンナ

ノチューブ
（がんその他の嘉度の 平成21年3月31日付け纂発第0331013号「ナノマテリアルに対するばく露防止等のための予防的対

健康障害を~働者に生 全般 応についてJの別紙の3 (1）及び（2）を踏まえ、必要に応じて3(4）エ（ア）～（ヱ）を参考
ずるおそれのあるちの

にする等適切に対応するごと。として厚生労働省労働
喜善i襲局長が定めるちの
に限る．）

呼吸用保護異
送気マスク JIS T 8153 

ノルマルーブチ 有機f.jス用防毒マスク 防議マスクの声麟督、 JIST 8152 

ル－ 2,3－工 皮膚・身体の保護 保護衣・保護手袋等 JIS T 8115、JIST 8116、JIST 8117 

ポキシプロピル スペクタクル形・ゴグル形の保護めがね

エーテル 自民・顔面の保護 作業形慾に応じ防災面（化学物質飛来防護用）を併用 JIS T 8147 

してちょい。

送気マスク JIS T 8153 
－－－－－一一一一一一一一一明暗ーー・四一ー一帯ーー一一一一一－一一噛一一－－－一明一一一一一一一一一一一一一一，一一一一一一一一一一

呼吸用保護具
防じん機能付き防毒マスク

ろ過材の等級： L3,S3,L2,S2 防毒マスクの崩督、 JIST 8152 

パラーニトロア 阪収缶：有機刀ス期

ニソール 皮膚・身体の保護 保護衣・保護手袋等 JIS T 8115、JIST 8116、JIST 8117 

スペクタクル形・ゴグル形の保護めがね

眼・顔商の保護 作業形態に応じ防災面（化学物質飛来防道府）を併用 JIS T 8147 

してちょい。

呼吸用保護具
送気マスク JIS T 8153 

1－ブロモー 3
有機f.jス用防毒マスク 防毒マスクの規格、 JIST 8152 

ークロロプロパ
皮膚・身体の保護 保護衣・保護手袋等 JIS T 8115、JIST 8116、JIST 8117 

、ノ スペクタクル形・ゴグル形の保護めがね

自N・顔蘭の保護 作業形慾に応じ防災関（化学物質飛来妨ま軍用）を併用 JIS T 8147 

してちょい。

呼吸用保護異
送気マスク JIS T 8153 

1－ブロモブタ 有機刀ス倒防毒マスク・ 妨毒マスクの規格、 JIST 8152 
、_,/ 皮膚・身体の保護 保護衣・保護学袋等 JIS T 8115、JIST 8116、JIST 8117 

眼・顔面の保護 ゴグル形の保護めがね JIS T 8147 

送気マスク JIS T 8153 
一白幽．．．，一一－ー－－一一一一一ー一一圃M・ー一一’・－・一一一一一一一日一一一・降一一一一 一一一一一－－－－－－－一一一一一司砕F一一日曲曲一一一司骨司晦ーー『俳日一一一・・一一日『伽ー一一・ーー一一一－
有機カス用防毒マスク

呼吸用保護具 ※ミストが向時に発生する可能性がある場合、液体の
防毒マスクの規格、 JIST 8152 

メタクリル酸
試験粒子を用いた粧子捕集効率試験に合格した有機刀

2, 3ーエポキ
ス用吸収缶（Li,L2, L3）を選定

シプロピル 皮膚・身体の保護
保護衣・保護手袋等（EVOH（エチレンーピニルアル

JIS T 8116 
コール共重合体）製、ポリピニルアルコール製）

ゴグJl,形の保護めがね

眼・顔蘭の保護 ※蒸気からの保護が必要な場合、適切な除毒能力を有 JIS T 8147 

ずる全部形菌体の呼吸用保護臭を推奨



※1 参照規格について

呼吸用保護奥防毒マスクの規格 （平成2年労働省告示第68号）

JIS T 8152 （防湾マスク）

JIS T 8153 （送気マスク）

JIS T 8154 （有毒刀ス用電動ファン付き呼吸用保護具）

保護衣等 JIS T 8115 （化学防護服）

JIS T 8116 （化学防護手袋）

JIS T 8117 （化学防護長靴）

保護線鏡 JIS T 8147 （保護めがね）

※Z 保護衣等について

部透過性、制浸透性、反発性については、それぞれJIST 8115（ζ定める試験の絡祭から得られた等級を踏まえ、等級ごとに示されている

透過時間等を考慮した対応（例：使用時間を記録し、透過待問を経過する前に保護服を交換する。）が望ましい。また、気窃形保護服、密

閉型保護服の使用に当たっては、暑熱環境等物理的要因を考慮し、適切な対応を取ることが必要である。

※3 保護眼鏡については、一度破損又は汚染したちのは使用しないことが望ましい。



1-lU*Jt 3 
作業環境灘定の方法及び測定結果の評価の指標（評価指標）

作業環境測定の方法 作業環境測定の方法の詳細（参考例）

番号 物量妻名
試料採取方法 分析方法

管王室濃度等（※ 1)
定霊下限

箔集法
分析法及び検出器

（器具、流盤、捕築時間）

球状活性炭管
二硫化炭素税務2 ppm 0.0032 ppm 

(100mg/50mg) 1 アクリル酸メチル 球状活性炭捕集 GC/MS 
百本産業衛生学会・ ACGIH 〔採気量lL) GC/MS 

O.lljmin, 10分間

2 アクロレイン 〔検討中）

3 
Zーアミノー 4－クロロ

フエノーJl,
ろ過捕集方法 HPLC 

4 アントラセン
フィルター及び鴇集奮を組み合わせ

HPLC又はGC
た相補型のろ遇措集方法

5 エチルベンゼン 国体t牒方法又は甜鋪集方法 GC 20ppm 

2, 3ーエボキシー 1ーブ
6 固体策集方法 HPLC又はGC 2ppm 

ロjtノーjレ

Porpak Q管 加熱脱着
7 塩化アリル 臨体鋪集方法 GC lppm 0.0017 ppm 

50ml/min, 10分間 GC; FID 

オルトーフエニレシラアミ
O.lmg/m~ 

3.7 ppb HPLC 
8 

ン及びその塩
ろ過論集方法 HPLC （オルトーフエニレシラアミシとし

(l.6x10-2 mg/m3) 
硫酸含浸ガラス繊維ろ紙

紫外吸光度検出器
て）

9 キノソン及びその境 自体捕集方法 GC 

1－クロロ－ 2ーニトロペ
〈構造類似物質の管理j態度〉

10 ppb Tenax管 加熱脱着
10 

シゼシ
国体議集方法 GC パラーニトロクロルベンゼン

(6.4x10-2 mg/m3) 
0.6mg/m3 

200ml/min, 10分間 GC; FID 

液体搭室長方法 吸光光度分析方法
11 クロロホルム 3 ppm 

自体捕集方法又lま直接鋪集方法 GC 

12 酢酸ビニル 国体捕集方法 GC 10 ppm 

13 四塩化炭素
液体鋪集方法 吸光光度分析方法

5 ppm 
国体指集方法 GC 

14 1, 4ージオキサン 医体鋪祭方法又は直接鋪集方法 GC 10 ppm 

15 1, 2ージクロロエタシ
液体捕集方法 吸光光度分析方法

10 ppm 
罰体議集方法又l立直接鋪集方法 GC 

16 
1, 4ーラクロロ－ 2一一

トロベンゼン
殴体策集方法 HPLC 

2, 4一三ン、クロロー 1一二
〈構造類似物質の管理濃度〉

1.0 ppb Tenax管 加熱脱務
17 

トロベンゼン
閲体策集方法 GC パラーニトロクロルベンゼン

(7.8x10-3 mg/m3) 
0.6 mg/m3 

200ml/min, 10分間 GC; FID 

浴持制兄翁

18 1, 2一三；；クロロプロパン 閤体鋪集方法 GC 1 ppm 50 ppb 活性炭管 GC; Hall 型電気伝導度検

出器

19 ラクロロメタン 国体矯集方法又は道援摘集方法 GC 50 ppm 



作業環境測定の方法 作業環境測定の方法の詳細（参考例）

番号 物鍵名
試料採取方法 分析方法

管理濃度等（※ 1)
定量下限

鋪集法

（器呉、流量、捕築時間）
分析法及び検出器

20 
N,N－三；；メチルアセトアミ

ド
翻体捕集方法 GC 10 ppm 

21 
三；；メチル－ 2, 2一三；；クロ

国体捕集方法 GC 0.1 mg/m3 
ロピニJνt{スフエイト

22 
N,N－三；；メチルホJl,ムアミ

国体鋪集方法 GC 10 ppm 
ド

液体爺集方法 吸光光度分析方法
23 スチレン

国体矯集方法文iま直接指集方法
20 ppm 

GC 

4ーターシャリーブチルカ フィルター及び鋪集管を組み合わせ
く構造類似物鍵の許容濃度〉

0.00624 ppm 
フィルター付きXAD-7鋪祭管

メタノール脱葱
24 HPLC カテコール (100mg/50mg以上）

テコール た相補型のろ過策集方法 （採気震3L) HPLC; UV検出器
5 ppm (ACGIH) 0.2～0.5υmin, 10分間

Sioutas Cascade Impacto「

又は導君主性サイクロンサンプ

ラー（創立特性： 4μm50% 

炭素分析法
0.011 mg/m3 カットでの捕主義）

炭素分析装鐙
多l還カーボンナノチューブ （祭気量90L) 石英フィルター；それぞれの

（がんその他の重度の健康 サンプラーについて

鰭蓄を労働者に生ずミ5おそ 9L/minまたは2.?SL/min, 10 
25 

れのあるちのとして摩生労
ろ過鋪集方法 分間以上

働省労働墓準局長が定め否 話事需主性サイクロンサシブラー
ちのに限る。） （分粒特性： 4μm50%カッ

0.0072 mg/m3 トでの捕主義）
HPLC；：蛍光検出器HPLC 

（採気量27.SL) セルロースエステルメンブラ

ンフイjレター；

2.75νmin, 10分間以上

1, l, 2, 2ーァトフク 液体鏑集方法 吸光光度分析方法
26 

個体鋪集方法
lppm 

ロロエタシ GC 

27 ァトフクロロエチレン 自体t蕗集方法又｛ま直接指集方法 GC 25 ppm 

1, 1, 1－トυクロJL,エ 液体策集方法 吸光光度分析方法
28 200 ppm 

タン 国体矯集方法又は覆接捕集方法 GC 

液体捕集方法、 吸光光度分析方法
29 トリクロロエチレン

間体指集方法又は直接鋪集方法
10 ppm 

GC 、- >'  ' 〆

ノルマルーフチル－ 2, 3 
Tenax管 加熱脱着

30 ーエポキシプロピルエーデ 国体鋪集方法 GC 3ppm 4.3 ppb 

JL, 
200ml／『nin,10分間 GC; FID 

31 パフーラクロルベンゼン 間体捕集方法 GC 10 ppm 



番号

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

作業環境澱定の方法

物質名
試料採取方法 分析方法

管漂濃度毒事（※ 1)

〈構造類似物質の許容濃度〉

パラーアニシラン 0.5mg/m3

パラーニトロアニソール 臨体策集方法 GC （白本産業衛生学会、 ACGIH)

ラニトロトルエシ（混合物）

0.2mg/m3 (ACGIH) 

吸光光度分析方法
パラ一二トロクロルペシゼ 液体捕集方法

文はGC 0.6mg/m3 
、../ 

閤体翁集方法 GC 

ヒドフラン及びその塩、ヒ
菌体鋪室長方法

ドララン－7.J<,和物
HPLC 

0.13mg/m3 

（ヒドラランとして｝

ビフエニル 間体捕集方法 GC 0.2ppm 

Zーブテナール 固体策集方法 HPLC 0.2ppm 

1－ブロモ－ 3ークロロプ
〈構造類似物質の管理濃度〉

ロパン
堕体主著集方法 GC 1, 2ーラクロロエタン

10 ppm 

1－ブロモブタン 間体鏑集方法 GC/MS 

メタクυJI,重量2, 3ー工ポ
球状活性炭摘集 GC/MS 

0.01 ppm 

キシブロピル 日本産業衛生学会

液体捕集方法 吸光光度分析方法
メチルイソブチルケトン 20 ppm 

国体鋪集方法文！ま酎騨集方法 GC 

※1 作業環境評価丞準（沼和63年労働省告示第79号）の別表に掲げる管理濃度又は f労働安全衛生法第四条第3項

の規定に基づき懲生労働大臣が定め~化学物箆によ否健康障警を防止するための指針」にき基づき作業環境測定の結果宅E
Z糾蕗するために使用する評価指標

※Z 測定分析法等の絡称

FID：水素炎イオン検出器 GC/MS：ガスクロマトクラフ重量援分析方法

GC: ;:ljスクロマトグラフ分析方法 HPLC：高速液体クロマトグラフ分析方法

※3 メタクリル酸2,3ーエポニドシプロピルについては、隠発済の作業環境測定方法の例では、評価指標（B本産業

衛生学会が勧告す否許容濃度0.01ppm）の10分の1の精度で測定を行うためには140分間の議集時街が必婆となるた

め、より短袴閣の捕集で同等以よの精度での溺定が可能な方法を検討することとしているところ、当該検討の結果によ

り併を変更する可能性があ否。

作業環境；I!~定の方法の詳細（参考例）

定最下限
鋪重軽法

分析法及び検出器
（器具、流盤、捕霊長時間）

4.3 ppb Tenax管 加熱統選

(2.7x10-2 mg/m3) 200ml/min, 10分間 GC; FID 

Tenax管 加熱脱毛蜜
0.5 ppb 

200ml／『nin,10分間 GC; FID 

A) 0.0069 ppm 球状活1性炭管

（採気嚢2L) (100mg/50mg) 三；；クロロメタン脱毛筆

B) 0.001 ppm 0.2υmin, GC/MS 

（採気量28L) A: 10分溜／B:140分間約


